
目

次

規

則

○
災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
一

告

示

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

規

則

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
五
号

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

上
北
郡
野
辺
地
町
字
浜
掛
一
の
一
一
皆
川

和
雄

上
北
郡
野
辺
地
町
字
馬
門
一
三
の
三

熊
谷

浩

野
辺
地
町
区
域

野
辺
地
町
漁
業

協
同
組
合
の
地

区

な
ま
こ
け
た
網
漁

業
を
行
う
総
ト
ン

数
十
ト
ン
未
満
の

漁
船
漁
業

上
北
郡
野
辺
地
町
字
大
月
平
七
五
の
五
四新
谷

誠

上
北
郡
野
辺
地
町
字
田
狭
沢
一
八
の
七野
澤

直
樹

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
昭
和
五

十
年
九
月
六
日
青

森
県
告
示
第
六
百

六
十
六
号
（
漁
業

災
害
補
償
法
に
よ

る
加
入
区
の
設

定
）
の
二
の
表
野

辺
地
町
区
域
の
項

の
１
及
び
２
に
掲

げ
る
漁
業
以
外
の

漁
業

青
森
県
報
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第
三
百
六
十
四
号

令
和
三
年九

月
二
十
四
日

（
金
曜
日
）



公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

巻
締
機

二
台
（
内
訳

大
型
一
台

小
型
一
台
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
八
月
三
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

東
洋
製
罐
グ
ル
ー
プ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
矢
向
六
丁
目
一
九
の
四
五

六

落
札
金
額

八
千
九
百
六
十
五
万
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

し
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
に
基
づ
く
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最

低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

１

操
船
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

一
式

２

内
燃
機
関

一
式

３

レ
ト
ル
ト
殺
菌
装
置

二
基

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
八
月
二
十
三
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

一
の
１
に
つ
い
て

古
野
電
気
株
式
会
社

兵
庫
県
西
宮
市
芦
原
町
九
の
五
二

一
の
２
に
つ
い
て

エ
ム
エ
ス
工
業
株
式
会
社

八
戸
市
桔

野
工
業
団
地
二
丁
目
八
の
一
五

一
の
３
に
つ
い
て

有
限
会
社
浪
岡
設
備
工
業
所

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
八
の
一
一

六

落
札
金
額

一
の
１
に
つ
い
て

四
千
五
百
九
万
八
千
九
百
円
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一
の
２
に
つ
い
て

七
千
六
百
七
十
八
万
円

一
の
３
に
つ
い
て

三
千
四
百
十
万
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
調
達
物
品
ご
と
に
、
調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た

さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
に
基
づ
く
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制

限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
三
年
七
月
十
二
日

（ ）3 青 森 県 報 第364号令和３年９月24日 金曜日



（ ）4青 森 県 報 第364号令和３年９月24日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


